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感染拡大防止のための基本方針

集団感染予防（クラス
ターにならない）

経済的損失の最小化

職員の体調管理（体温、呼吸、倦怠感、味覚・嗅覚変
化） 感染者が出た際のリスク管理

人員体制ソーシャルディスタンスの確保

３密防止のための管理体制

利用者の体調管理（外出禁止、支援内容の変更、検温記
録）

職員の所得補償（正職員
およびパート）

3原則

対応
指針

感染
情報

県内市町村別感染情報（毎日）＋国内、国外情報）



利用者の通所・居住場所の確保を優先した体制
・全利用者、職員のマスク着用（反復使用、利用者については販売又は支給）
・外出自粛の徹底（人と接触しない）
・通院方法の変更（処方箋の受取りなど）

第１ステージ（感染拡大防止、行動自粛体制）2020.4.6～4.20

長生拠点

WS茂原

ぶらり

相談・ブリオ

地活

・訪問・面会を避ける（電話対応） ・ぶらり、WSの応援

・閉鎖（電話でフォロー） ・ぶらり、WSの応援

・開所時間の短縮 ・店舗営業は継続 ・消毒2回、記録）、換
気（全室1時間ごと）
・利用者、職員の検温と記録

・現状維持 ・外出自粛（食品の買物OK、外泊自粛） ・食事に時間差
・通院の工夫（処方箋の受取や代診など） ・消毒（2回、記録）、換気（食堂、廊
下の窓を開ける、事務所は定期的に）
・利用者、職員の検温と記録（2回／日） ・行事は中止



第２ステージ（非常時体制）

長生拠点

WS茂原

ぶらり

相談・ブリオ

地活

・閉鎖（電話対応）

・閉鎖（電話でフォロー）

・閉鎖

・外出禁止（外泊、通院、買物など） ・職員による代行 ・食事に時間差
・消毒（3回、記録）、換気（食堂、廊下の窓を開ける、事務所は定期的に）
・利用者、職員の検温と記録（2回／日） ・行事は中止

グループホームの存続を最優先とし、圏域全職員で休日体制で運営する。
・通所系は閉鎖、居住系は電話対応
・利用者のストレス対策
・外出禁止


